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仙台市感染制御地域支援チームコメント① （令和3年1月8日）

• 仙台市では、12月以降感染者数は増加傾向であり、感染経路不明の
割合も高くなっています。

• 60代以上の高齢者では、新規陽性者が12月中旬に倍増した後、
横ばいの状況が続いております。40代および50代については、
増加傾向にあります。

• 飲食店、高齢者施設などでクラスター発生が複数確認されています。

12月中旬以降は、飲食や会食などの機会が増える時期であり、人出
も増加したことから、感染者数は今後さらに増加することが想定され
ます。感染の拡大を抑えるためには、改めて、市民一人一人が感染防止
対策を徹底することが重要です。具体的には、マスク、手洗い、３密を
避ける行動を確実に行ってください。



仙台市感染制御地域支援チームコメント② （令和3年1月8日）

マスクを外しての会話、とくに食事をしながらの会話はリスクと
なります。

・飲食店での会食
・休憩室でのおやつを食べながらの会話
・仕事場での昼食を食べながらの会話

このような場所が、感染の機会となっています。

【参考】
感染リスクが高まる「5つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ
工夫」 新型コロナウイルス感染症対策分科会

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_1.pdf



仙台市新規陽性者数（診断日別）（令和2年2月24日～令和3年1月3日）



仙台市新規陽性者数（年代別）（令和2年11月30日～令和3年1月3日）



提言では、「十分に制御可能なレベルに感染を抑制し、死亡者・重症者数を最少化する、
感染レベルをなるべく早期に減少に転じさせる」という目標の下、今後想定される感染状況を
4つの段階（ステージⅠ～Ⅳ）に区分しています。

令和２年8月7日 新型コロナウイルス感染症対策分科会提言【参考】



仙台市の感染状況・医療提供体制の状況

※ ①④⑤⑥は７日間移動平均で算出、⑤は陽性者公表時点の数値
⑥は、仙台市衛生研究所で実施した行政検査（PCR検査）件数で算出
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⑦ 入院患者数
63人

（12月24日時点）
60人

（12月31日時点）

0.49

⑤ 感染経路不明割合 49.5% 55.0% 58.7%

④ 新規陽性者数における
   接触歴等不明者数

11.3人 18.7人 9.4人

感染
の

状況

① 新規陽性者数 21.6人 33.3人

③ 直近１週間／先週１週間の
   陽性者数比

1.14 1.54

⑥ 検査の陽性率 9.6% 15.6%

16.1人

② 人口10万人あたりの
　 週間発生報告数

13.9人 21.4人 10.4人

区分 感染状況指標
（令和2年
12月14日
～20日）

（令和2年
12月21日
～27日）

現在の数値
（令和2年12月28日～

令和3年1月3日）

※指標：令和２年8月7日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言「今後想定される感染状況と対策について」より



令和２年8月7日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言「今後想定される感染状況と対策について」より

ステージ3で講ずべき施策

（メリハリの利いた接触機会の低減）

【対事業者】

・ガイドラインを遵守していない酒類の提供を

行う飲食店の休業要請等

・イベント開催の見直し

・人が集中する観光地の施設等における入場

制限等

・接触確認アプリの導入をイベントや企画旅行

等の実施に当たって要件化

・飲食店における人数制限

【対個人】

・夜間や酒類を提供する飲食店への外出自粛の

要請

・飲食店における人数制限

・若年者の団体旅行など感染予防を徹底でき

ない場合等における，感染が拡大している

地域との県境を越えた移動自粛の徹底

ステージ4で講ずべき施策

（全面的な接触機会の低減）

【緊急事態宣言など強制性のある対応を検討せざる

を得ない】

・接触機会の低減を目指した外出自粛の要請や県境を

越えた移動の自粛要請

・感染リスクやガイドラインの遵守状況等を考慮

しつつ，生活必需品等を取り扱う事業者等を除いた

施設の使用制限等

【公衆衛生体制】

・クラスター対策は重傷者リスク対策を考慮して更に

重点化

・重症化リスクの高い発症者を優先的に対応する等

【医療提供体制】

・入院治療が必要な方への医療提供を徹底的に優先

した医療提供体制

・臨時の医療施設の運用・追加開設

【その他の重要事項】

・行動変容に対する国民・住民の理解を得るための
積極的なリスクコミュニケーションの実施



感染拡大防止のための情報提供 １

公表日 施設の業種・業態等
12月21日 障害福祉施設

12月23日 幼稚園

12月23日 飲食店（接待を伴うもの）

12月24日 飲食店（接待を伴うもの）

12月25日 飲食店（接待を伴うもの）

12月26日 総合工事業

12月26日 飲食店（主に料理を提供するもの）

12月26日
12月27日

飲食店（接待を伴うもの）
飲食店（酒類を提供するもの）

（１）業種・業態の公表等
① 令和2年12月21日～27日



感染拡大防止のための情報提供 １

公表日 施設の業種・業態等

12月29日 飲食店（接待を伴うもの）

12月29日 飲食店（酒類を提供するもの）

12月29日 保育施設

◎ 感染拡大につながったと考えられる感染リスク
・十分な距離を取らずに、マスクを着用せずに会話をしていた。
・休憩の際に食事を共にしていた。

（１）業種・業態の公表等
② 令和2年12月28日～令和3年1月3日



発生日 施設の業種・業態等

12月25日 高齢者施設

12月25日 飲食店（接待を伴うもの）

12月27日 医療機関

感染拡大防止のための情報提供 ２

（２）クラスター発生日及び施設の業種・業態等
① 令和2年12月21日～27日



発生日 施設の業種・業態等

12月29日 飲食店（接待を伴うもの）

感染拡大防止のための情報提供 ２

（２）クラスター発生日及び施設の業種・業態等
② 令和2年12月28日～令和3年1月3日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のための市民への情報提供（呼びかけ）を行う基準
（仙台市・宮城県）
施設の業種・業態、また、施設内の状況で感染拡大に影響があると推測される事項に
ついて情報提供し、注意喚起しています。

※クラスター施設
同一の場において、５人以上の感染者の接触歴等が明らかとなっていることが目安と
されています。


